
１．基本事項

川崎市聴覚障害者情報文化センター 評価対象年度

・事業者名　　(社)神奈川聴覚障害者総合福祉協会
・代表者名　　理事長 渡邊 千城
・住所　　　　　藤沢市藤沢933-2

評価者

　平成28年４月１日～平成32年３月３１日 所管課

２．事業実績
・ろうあ者相談：延949人（うち区民相談室 473人）
・難聴者相談：延222人
・手話通訳派遣：4,080件
・要約筆記派遣：407件
・手話奉仕員養成修了：入門/57名、基礎/29名

・手話通訳者養成修了：通訳Ⅰ/20名、通訳Ⅱ/13名、実践/0名※

  ※新テキストの移行に合わせ再受講生のみを対象として実施したため、修了者を0人とした。

・手話通訳者全国統一試験合格：2名

３．評価　（評価段階：5～1,標準：3,加点割合：5→100%,4→80%,3→60%,2→40%,1→0%)

分類 項目 配点 評価段階 評価点

5 4 4
サービス向上に向けた取組みがなされているか

利用者の意見・
要望への対応

意見・要望の収集方法を確立しているか

5 4 4
利用者からの要望や意見に対して、迅速かつ適切に対応しているか

（評価の理由）
適切な会計処理が行われている。

サ
ー

ビ
ス
体
制

適切なサービス
の提供

提供すべきサービスが仕様書や実施計画等に基づいて適切に提供されたか

10 4 8
利用者への支援を適時かつ十分に行っているか

サービス向上へ
の取組み

現状分析、課題把握等を常に行っているか

3 3
条例に基づく利用料等を適切に徴収しているか

適切な会計手続

会計基準に基づく会計処理がなされているか

5 3 3
事業収支に関して適正な会計処理が為されているか

収
支
状
況

支出状況

計画に基づく適正な支出が行われているか

5 3 3
支出に見合う効果等が図られているか

収入状況

計画通りの収入が得られているか

5

10
利用者の障害特性に応じた個別支援等を実施しているか

事業成果

基本協定に規定する業務の範囲を適切に実施しているか

10 4 8
指定管理施設としての事業目的を達成することができたか

着眼点

総
合
的
な
運
営
状
況

利用者への支援

利用者に対する支援を着実に実施しているか

10 5

（評価の理由）
・聴覚障害者及びその家族等からの相談を、センターに加え、区役所地域振興課（ろうあ者相談）、相談者宅等あらゆる場で行い、適切な機
関につなげた。
・聴覚障害当事者、当事者団体、行政、企業等からの依頼に対して、ニーズに応じた手話通訳者及び要約筆記者の養成・派遣に努めるととも
に、緊急派遣（救急、警察）の要請に対しても適切に対応することができた。
・ＮＨＫ及び民放等が放映する番組に字幕を入れたビデオの貸出しや、手話通訳者養成講座や聴覚障害者生涯学習講座等のビデオの製
作、貸出しを行った。
・当事者団体等の活動を支援するため、研修室や情報機器（ＯＨＰ、ＯＨＣ、プロジェクター、磁気ループ等）の貸出しを行った。

利用実績

・要約筆記者養成修了：パソコン/4名、手書き/10名
・全国統一要約筆記者認定試験合格：パソコン/3名、手書き
/7名
・補聴器とコミュニケーションの講座参加：延252名
・字幕（手話）入りビデオ・ＤＶＤ：貸出/735件、自主製作/22本
・ＯＨＰ等情報機器貸出：926件
・研修室等貸出：973件
・センターまつり参加：491名
・センター来所利用者：16,568名

収支実績

サービス向上の取組

・補聴器とコミュニケーションの講座をセンター外（さいわい健康福祉プラザ）で初めて実施した結果、参加者が増加した。(前年比150%）
・コミュニティワークの強化として、聴覚障害者福祉講座の取組みの強化、災害関係のきめ細やかな取組みの推進、手話サークルへの訪
問の開始等を実施した。
・要約筆記養成講座を２コース（パソコン・手書き）実施することとした。（昨年度までは１コースの実施）
・手話通訳コーディネート業務の大幅な改善として、派遣事業に関する各種用紙様式の変更等を実施した。
・センターのホームページをリニューアルした。

指定管理者制度活用事業　評価シート

施設名称 平成28年度

事業者名 障害福祉課長

指定期間
健康福祉局障害保健福祉部

障害福祉課

○指定管理事業 ○委託（派遣）事業

収入 支出 収入 支出

事業活動 91,061,000 76,871,662 事業活動 18,088,910 18,088,910

施設整備費等 4,188,408

その他の活動 10,000,930

合計 91,061,000 91,061,000 合計 18,088,910 18,088,910

収入-支出＝ 0 収入-支出＝ 0



サ
ー

ビ
ス
体
制

適正な人員配置

連絡・連携体制

担当者のスキル
アップ

5 4 4

コンプライアンス 5 3 3

職員の労働条
件・労働環境

5 4 4

施設・設備の保
守管理

5 3 3

管理記録の整
備・保管

5 3 3

清掃業務

警備業務

備品管理 5 3 3

４．総合評価

74 評価ランク

評価点合計：100点満点,標準点:60点
評価ランク：A～E,標準：Ｃ,A→80点以上,B→70点以上80点未満,C→60点以上70点未満,D→50点以上60点未満,E→50点未満
A→特に優れている,B→優れている,C→適正である,D→改善が必要である,E→問題があり適切な措置を講じる必要がある。

５．事業執行（管理運営）に対する全体的な評価

６．来年度の事業執行（管理運営）に対する指導事項等

・来年度以降も引き続き、各事業において質の高いサービスを提供し、聴覚障害者の自立と社会参加の促進が実現されるように取り組んでいくこと。

・新しい指定管理者による第３期指定管理期間の初年度にあたり、センターの運営を安定させることに注力することが求められた。その中で、引き継いだ
事業の実施だけでなく、サービスの向上に向けた様々な取組みを行っている。
・補聴器とコミュニケーションの講座をセンター外で実施するなど、センター機能を知らなかった市民も含めた利用者を意識した事業展開を図っている。
・聴覚障害者災害訓練を7区一斉に実施する、災害時の連絡訓練を定期的に実施するなど、災害対策にも積極的に取り組んでいる。
・聴覚障害者のニーズに応えられるよう、積極的に技術者の養成に取り組み、手話通訳者・要約筆記者の全国統一試験合格者を輩出することができ
た。

施設内及び敷地内の警備が適切に行われ、事件・事故・犯罪等の未然防止に役
立っているか

設備・備品の整備や整頓、利用者が使用する消耗品等の補充が適切に行われて
いるか

（評価の理由）
・昇降機や自動開閉装置等の保守を適切に実施している。
・相談処理簿、派遣報告書、施設利用報告書等を作成し、管理記録を整備・保管している。
・清掃は外部委託し、日常清掃、年２回の全館清掃を実施し、清潔を保持している。警備についても専門業者に外部委託し適切に実施してい
る。
・設備・備品は常に整理整頓を行い、情報機器については利用簿により貸出管理を行っている。

評価点合計 B

（評価の理由）
・職員全員（ろう者３名を含む）が手話による意思疎通が可能である。
・職員の資質の向上のため、外部研修を通して、日頃から専門技術の向上に力を注いでいる。
・昨年度に引き続き、安否確認、連絡手段等を全職員でリアルタイムに共有できるよう職員災害専用ＭＬ、災害用伝言板を作成し、訓練を行った。また、震度5強
以上の地震発生時は、センター内に「聴覚障害者災害対策センター」を立ち上げ、市内在住の聴覚障害者、関係者の安否確認及び、支援者の確保を行い、救
援活動を行うこととしており、平成28年度は昨年度に続き災害時の連絡手段として聴覚障害者・通訳登録者のメールによる安否確認訓練を関係団体と共に行っ
た。なお、センターでは３日分の水・食糧等の備蓄品を整備している。
・法人で整備している倫理要綱等に基づき、秘密保持を徹底している。
・職員全員、手話通訳者や要約筆記者の職業病と言われている頸肩腕（けいけんわん）対策として、特殊検診を実施し、健康管理に努めている。

適
正
な
業
務
実
施

安全な利用に支障をきたすことのないよう、施設・設備の保守点検や整備等を適切
に実施しているか

業務日誌・点検記録・修繕履歴等が適切に整備・保管されているか

施設内及び外構の清掃が適切に行われ、清潔な美観と快適に利用できる環境を
維持しているか

5 3 3

5 4 4
緊急時の連絡体制を構築しているか

法令遵守のルール（規則・マニュアル等）と管理・監督体制が整備され、適切な運
用が為されているか

スタッフが業務を適正に実施するための、適切な労働条件や労働環境が整備され
ているか

（評価の理由）
・聴覚障害者福祉講座の中でグループワークを取り入れたり、ろう学校との連携を強化する、災害関係のきめ細やかな取組みを推進する、手話サークルへの訪問を開始
する等のサービスの向上だけでなく、補聴器とコミュニケーションの講座をセンター外で初めて実施する等、センター機能を知らなかった市民も含めた利用者への支援を
適時かつ十分に行った。
・モニタリング等の現状分析について、効果的な現状把握に向けた項目の見直しを行うなどの対応を適時行った。また、センター内での各会議や、当事者組織等を含め
た各委員会を通じ、諸課題を把握した上で、手話通訳コーディネート業務やホームページ等の大幅な改善を図った。ホームページは、スマートフォンからの閲覧も可能と
なった。
・川崎市総合防災訓練に参加したり、関係団体とともに聴覚障害者災害訓練を7区一斉に実施するなど、災害対策にも積極的に取り組んでいる。
・要約筆記養成講座を２コース（パソコン・手書き）実施した結果、全国統一要約筆記者認定試験の合格者が増加した。
・利用者アンケートを実施し、即応できるものは改善を図っている。

組
織
管
理
体
制

必要な人員が必要な場所に適切に配置されているか

5 4 4
所管課との連絡・連携が十分に図られているか

業務知識や安全管理、法令遵守に関する研修等が行われているか

安全・安心への
取組

事故、犯罪、災害等から利用者を守ることができる適切な安全管理体制となってい
るか（人員配置、マニュアル、訓練等）


